
規 則

告 示

�愛媛県規則第３６号
愛媛県訓練手当支給規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２４年６月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県訓練手当支給規則の一部を改正する規則

愛媛県訓練手当支給規則（昭和４１年愛媛県規則第４１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（技能習得手当）

第５条 技能習得手当のうち受講手当は、支給対象者が職業訓練を

受けた日について、４０日分を限度として支給する。

２～７ 省略

（技能習得手当）

第５条 技能習得手当のうち受講手当は、支給対象者が職業訓練を

受けた日数に応じて 支給する。

２～７ 省略

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ 改正後の愛媛県訓練手当支給規則第５条第１項の規定は、平成２４年４月１日から適用する。

�愛媛県告示第７６３号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部今治支局商工観光室並びに今治市役所において告示の日

� 目 次 �
規 則

○ 愛媛県訓練手当支給規則の一部を改正する規則………………………５３６

告 示

○ 大規模小売店舗の変更の届出の概要等（４件）………………………５３６

○ 土地改良事業の工事の完了………………………………………………５３９

○ 解除予定保安林……………………………………………………………５３９

○ 保安林の指定の解除………………………………………………………５３９

○ 公営住宅法施行令第２条第１項第４号に規定する数値の決定………５３９

○ 愛媛県証紙売りさばき人の指定の取消し………………………………５３９

○ 開発行為に関する工事の完了（２件）…………………………………５３９

○ 落札者等の告示（２件）…………………………………………………５４０

公 告

○ 公文書の公開の実施状況…………………………………………………５４０

○ 個人情報の開示等の実施状況……………………………………………５４１

○ 登録販売者試験の実施……………………………………………………５４１

○ 争議行為の通知の公表……………………………………………………５４２

監 査 公 表

○ 監査結果に基づく措置の公表……………………………………………５４２

発 行 愛 媛 県

人事委員会規則

○ 愛媛県人事委員会事務局処務規則の一部を改正する規則……………５４４

人事委員会告示

○ 人事委員会委員長職務代理者印の新設…………………………………５４５

○ 人事委員会委員長職務代理者印の使用…………………………………５４５

選挙管理委員会告示

○ 不在者投票のできる施設の指定の一部改正……………………………５４５

正 誤

○ 平成２４年５月２９日付け第２３７２号愛媛県告示第７４２号（土地改良区

役員の就退任の届出）中…………………………………………………５４６

この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示

及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する

協定の適用を受けるものである。
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から４月間縦覧に供する。

平成２４年６月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

マックスバリュ今治阿方
店

今治市阿方字山之間
甲３７１番２ 外

大規模小売店舗を設置する者
の住所及び代表者の氏名

マックスバリュ西日
本株式会社
兵庫県姫路市北条口
四丁目４番地
代表取締役
藤本 昭

マックスバリュ西日
本株式会社
広島県広島市南区段
原南一丁目３番５２号
代表取締役
岩本 隆雄

平成２４年
５月１５日
外

平成２４年
５月３１日

大規模小売店舗を行う者 株式会社雑貨屋ブル
ドッグほか３者

株式会社宮脇書店ほ
か３者

平成２２年
９月２１日
外

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部今治支

局商工観光室並びに今治市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第７６４号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産

業経済部今治支局商工観光室並びに今治市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成２４年６月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

マックスバリュ今治阿方
店

今治市阿方字山之間
甲３７１番２ 外

大規模小売店舗において小売
業を行う者の開店時刻

マックスバリュ西日
本株式会社
午前９時

マックスバリュ西日
本株式会社
午前７時

平成２４年
６月１日

平成２４年
５月３１日

大規模小売店舗において小売
業を行う者の閉店時刻

株式会社宮脇書店
午後１０時

株式会社宮脇書店
午前０時

来客が駐車場を利用すること
ができる時間帯

午前８時３０分から午
前０時３０分まで

午前６時３０分から午
前０時３０分まで

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部今治支

局商工観光室並びに今治市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

愛 媛 県 報平成２４年６月８日 第２３７５号

５３７
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�愛媛県告示第７６５号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産

業経済部産業振興課商工観光室並びに新居浜市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成２４年６月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

イオンモール新居浜 新居浜市前田町８番
８号

大規模小売店舗において小売
業を行う者の開店時刻 午前８時 午前７時 平成２４年

６月１日
平成２４年
５月３１日

来客が駐車場を利用すること
ができる時間帯

午前７時３０分から午
後１１時３０分まで

午前６時３０分から午
後１１時３０分まで

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに新居浜市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第７６６号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産

業経済部産業振興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成２４年６月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

グリーンモール・松山 松山市天山一丁目１３
番５号

大規模小売店舗において小売
業を行う者の開店時刻 午前８時 午前７時 平成２４年

６月１日
平成２４年
５月３１日

来客が駐車場を利用すること
ができる時間帯

午前７時３０分から午
後１１時３０分まで

午前６時３０分から午
後１１時３０分まで

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

愛 媛 県 報平成２４年６月８日 第２３７５号

５３８
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�愛媛県告示第７６７号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第１１３条の２第３項の規定により公告する。

平成２４年６月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第７６８号
次の保安林を解除予定保安林にしたから、森林法（昭和２６年法律

第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成２４年６月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除予定保安林の所在場所

西条市黒瀬字柳ヶ瀬乙３４６の１、字吉ヶ谷乙３９６、大保木字土山

甲１２の１（以上３筆について次に示す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

送電変電施設用地とするため

（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県庁及び西条市役所に

備え置いて縦覧に供する。）

�愛媛県告示第７６９号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定により、

次のように保安林の指定を解除する。

平成２４年６月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除に係る保安林の所在場所

宇和島市�淵１０７７の３
２ 保安林として指定された目的

土砂の崩壊の防備

３ 解除の理由

急傾斜地崩壊防止施設用地とするため

�������
�愛媛県告示第７７０号
愛媛県県営住宅管理条例（昭和３５年愛媛県条例第１５号）第９条第

２項の規定に基づき、公営住宅法施行令（昭和２６年政令第２４０号）

第２条第１項第４号に規定する数値を次のとおり定める。

平成２４年６月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７７１号
次のとおり愛媛県証紙売りさばき人の指定が取り消されたので、愛媛県証紙条例（昭和３９年愛媛県条例第８号）第５条第３項の規定によ

り告示する。

平成２４年６月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７７２号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２４年６月８日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

�愛媛県告示第７７３号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２４年６月８日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

ため池等整備事業 修理谷地区 平成２４年３月９日

設置所在地名 団 地 名 建設年度 構造別 数 値 備 考

伊予郡砥部町高
尾田 砥 部 ２２ 高 耐 ０．８７３０ ６号棟

指定
番号

売 り さ ば き 人
売 り さ ば き 所 取 消 年 月 日

住 所 氏 名 又 は 名 称

宇和
第１７
号

西予市宇和町卯之町四丁目１９０番地１
宇和高等学校内

宇和高等学校ＰＴＡ 西予市宇和町卯之町四丁目１９０番地１
宇和高等学校内

平成２４年５月３１日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２４中局建（開）第７号

平成２４年５月３０日
東温市西岡字本村甲１９６番

東温市西岡１８３番地

和 田 彰

愛 媛 県 報平成２４年６月８日 第２３７５号

５３９
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公 告

�公 告

公文書の公開の実施状況

平成２３年度の公開請求等に対する公文書の公開の実施状況の概要

を次のとおり公表する。

平成２４年６月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 公文書の公開の請求等及び処理の状況

（単位：件）

区 分
請 求 等 の
件 数

処 理 の 状 況
取 下 げ

公 開 部 分 公 開 非 公 開

公 開 請 求 １，１８３ ７４４ ３０７ １０１ ３１

公 開 申 請 １１ ０ ３ ８ ０

計 １，１９４ ７４４ ３１０ １０９ ３１

注１ 公開請求とは、愛媛県情報公開条例（平成１０年愛媛県条例第２７号。以下
「条例」という。）に基づく公開請求をいう。
２ 公開申請とは、条例附則第３項ただし書の規定によりなおその効力を有
するものとされている愛媛県情報公開要綱（平成５年１０月愛媛県・愛媛県
公営企業管理局・愛媛県教育委員会・愛媛県選挙管理委員会・愛媛県人事
委員会・愛媛県監査委員・愛媛県地方労働委員会・愛媛県収用委員会・愛
媛海区漁業調整委員会・愛媛県内水面漁場管理委員会告示第１２５５号。以下
「要綱」という。）に基づく公開申請（要綱第２条第１項に規定する実施

機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真であって、
同条第２項に規定する決裁等が終了したもののうち、公立大学法人愛媛県
立医療技術大学に引き継がれたものに係る公開申請を含む。）をいう。

２ 公文書の公開の請求等の実施機関別内訳

（単位：件）
実 施 機 関 公開請求件数 公開申請件数

総 務 部 ５６ ０

企 画 振 興 部 １７ １

知 県 民 環 境 部 ５４ ３

保 健 福 祉 部 ２２２ １

経 済 労 働 部 ３３ ２

農 林 水 産 部 １４７ １

事 土 木 部 ４２８ ３

出 納 局 ０ ０

小 計 ９５７ １１

議 会 １

公 営 企 業 管 理 者 １１ ０

教 育 委 員 会 １６７ ０

選 挙 管 理 委 員 会 ５ ０

人 事 委 員 会 １ ０

監 査 委 員 ０ ０

公 安 委 員 会 ０

警 察 本 部 長 ４１

�愛媛県告示第７７４号
次のとおり落札者を決定した。

平成２４年６月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７７５号
次のとおり随意契約の相手方を決定した。

平成２４年６月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２４中局建（開）第８号

平成２４年５月３０日
東温市南方字川上４６５番１、４６６番１、４６６番７、４６６番８

宇和島市和霊町１２１１番地

株式会社 西日本セイムス

代表取締役 末 田 義 彦

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

交通管制センター、サブセンター等
設備保守業務の委託

愛媛県警察本部警
務部会計課
愛媛県松山市南堀
端町２番地２

平成２４年４月４日

パナソニックシステム
ソリューションズジャ
パン株式会社四国社
香川県高松市勅使町１８
１番地５

５２，５００，０００円 一般競争入札 平成２４年２月２４日

随意契約に係る物品等の
名称及び数量

契約に関する事務を
担当する機関の名称
及び所在地

随意契約の相手方
を決定した日

随意契約の相手方の氏名
及び住所

随意契約に
係る契約金
額

契約の相手方
を決定した手
続き

随意契約にした理由

東芝製ＩＣ運転免許証作成
用消耗品カード（新規、一
般、優良）

愛媛県警察本部警務部
会計課
愛媛県松山市南堀端町
２番地２

平成２４年４月１日
株式会社東芝四国支社
支社長 十川 誠
高松市寿町二丁目２番７
号

１３９，８６０円
（単価）

随意契約

契約の相手方のみ調達でき
る物品であるため、地方自
治法施行令第１６７条の２第
１項第２号の規定を適用し
随意契約とした。

東芝製ＩＣ運転免許証作成
用消耗品インクリボンカー
トリッジ（イエロー、マゼ
ンダ、シアン）

２６，５８６円
（単価）

東芝製ＩＣ運転免許証作成
用消耗品インクリボンカー
トリッジ（クロ）

１３，９６５円
（単価）

東芝製ＩＣ運転免許証作成
用消耗品免許証保護膜カー
トリッジ

３１，８１５円
（単価）

東芝製ＩＣ運転免許証作成
用消耗品免許証ラミネート
カートリッジ

１３，５８７円
（単価）
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労 働 委 員 会 ０ ０

収 用 委 員 会 ０ ０

海 区 漁 業 調 整 委 員 会 ０ ０

内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 ０ ０

公立大学法人愛媛県立医療技術大学 ０ ０

合 計 １，１８３ １１

３ 公文書の公開の請求等の主な内容

（単位：件）

請 求 等 の 主 な 内 容 公開請求件数 公開申請件数

工事設計書 ３５９ ０

公益法人等の決算書類 １５６ ０

名簿関係 １２２ ０

保険証券 ７７ ０

道路等図面関係 ５４ ０

４ 公文書公開請求者等別の内訳

（単位：件）
公 開 請 求 者 等 の 区 分 公開請求件数 公開申請件数

県内に住所を有する者又は事務所若しくは事業所を
有する個人及び法人その他団体

８４０ １０

その他のもの ３４３ １

５ 不服申立て等の状況

� 不服申立て

（単位：件）
不服申立て件数 処 理 の 状 況

平 成
２２年度
からの
繰 越
件 数

平 成
２３年度
不 服
申立て
件 数

裁 決 又 は 決 定

審理中 取下げ却 下 棄 却 一 部
認 容

認 容

０ ２ ０ ０ ０ ０ ２ ０

注 不服申立てとは、公文書の公開請求に対する決定について、行政不服
審査法（昭和３７年法律第１６０号）に基づく不服申立てをいう。

� 不服申出

実績なし

�������
�公 告

個人情報の開示等の実施状況

平成２３年度の開示請求等に対する個人情報の開示等の実施状況の

概要を次のとおり公表する。

平成２４年６月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 個人情報取扱事務の登録件数

（単位：件）
実 施 機 関 年度末件数

総 務 部 ７１

企 画 振 興 部 ７２

知 県 民 環 境 部 １６９

保 健 福 祉 部 ４６５

経 済 労 働 部 １０５

農 林 水 産 部 １９５

事 土 木 部 １３５

出 納 局 １０

小 計 １，２２２

議 会 １３

公 営 企 業 管 理 者 １７

教 育 委 員 会 １４４

選 挙 管 理 委 員 会 ２０

人 事 委 員 会 ４

監 査 委 員 ５

公 安 委 員 会 ６

警 察 本 部 長 １６２

労 働 委 員 会 ４

収 用 委 員 会 １１

海 区 漁 業 調 整 委 員 会 ２

内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 １

公立大学法人愛媛県立医療技術大学 ２３

合 計 １，６３４

２ 個人情報の開示請求の状況

� 書面による開示請求

（単位：件）

実 施 機 関
請 求 の
件 数

処 理 の 状 況
取 下 げ

開 示 部分開示 非 開 示

知 事 ３２ １２ １２ ４ ４

公 営 企 業 管 理 者 ５７ ２５ ２４ ８ ０

教 育 委 員 会 ２９ ２５ ０ ３ １

警 察 本 部 長 ２６ ７ １６ ２ １

合 計 １４４ ６９ ５２ １７ ６

注 他の実施機関については、実績なし。

� 口頭による開示請求

（単位：件）
実 施 機 関 請求の件数

総 務 部 ４５

知 県 民 環 境 部 １８

事 保 健 福 祉 部 ５８

小 計 １２１

教 育 委 員 会 ７，５４６

人 事 委 員 会 ２７８

警 察 本 部 長 ３８

公立大学法人愛媛県立医療技術大学 ３７

合 計 ８，０２０

注１ 「口頭による開示請求」とは、実施機関があらかじめ定めた個人情
報について、口頭により開示請求できるものであり、請求があった場
合は、原則開示するものである。
２ 他の実施機関については、実績なし。

３ 個人情報の訂正請求の状況

実績なし

４ 個人情報の利用停止請求の状況

実績なし

５ 不服申立ての状況

実績なし

�������
�公 告

登録販売者試験の実施について

薬事法（昭和３５年法律第１４５号）第３６条の４第１項の規定により、

平成２４年登録販売者試験を次のとおり実施する。

平成２４年６月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 試験の日時

平成２４年１０月３０日（火）午前１０時３０分

２ 試験の場所

愛媛県松山市一番町四丁目４－２

愛媛県庁

３ 受験申請書の提出期間

平成２４年７月２３日（月）から８月３日（金）まで。

ただし、郵送による場合は、同日までの消印のあるものは、受

け付ける。

４ 受験申請書の提出先

県内居住者については住所地を管轄する保健所（松山市の区域

にあっては、中予保健所）と、県外居住者については愛媛県保健

愛 媛 県 報平成２４年６月８日 第２３７５号
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監 査 公 表

福祉部健康衛生局薬務衛生課とする。

�������
�公 告

争議行為の通知の公表について

全国一般愛媛地方労働組合執行委員長玉井博司から次のとおり争

議行為を行う旨の通知が平成２４年５月３１日あったので公表する。

平成２４年６月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 事件 平成２４年度夏季一時金その他に関する事項

２ 日時 平成２４年６月１１日正午以降本問題が完全解決に至る間

３ 場所

病 院 名 所 在 地

医療法人 敬愛会久米病院 松山市南久米７２３

特定医療法人 清和会和ホスピタル 松山市柳原７３９

医療法人 光佑会くろだ病院 伊予郡松前町大字神崎５８６

医療法人 北辰会西条市民病院 西条市小松町妙口甲１５２１

財団法人 新居浜精神衛生研究所
財団新居浜病院 新居浜市松原町１３－４７

医療法人 十全会十全第二病院 新居浜市角野新田町１－１－２８

八幡浜医師会立双岩病院 八幡浜市若山４番耕地１６３

４ 概要 前記記載の場所においてあらゆる形の争議行為を単独又

は併用して実施する。

�公表９号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により、

措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表する。

平成２４年６月８日

愛媛県監査委員 岸 新

同 住 田 省 三

同 笹 岡 博 之

同 佐 伯 滿 孝

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

経 営 支 援 課 平成２３年８月２５日

（監査の結果）

１ 中小企業振興資金特別会計における高度化資金貸付金償還金、繊維

工業構造改善資金貸付金償還金、設備近代化資金貸付金償還金及び施

設共同化資金貸付金償還金について、収入未済額の縮減に、引き続き

努められたい。

（高度化資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２２年度 ０ １，０６３，８４６，０００ １，０６３，８４６，０００

２１年度 ０ １，０６３，８４６，０００ １，０６３，８４６，０００

差引増減 ０ ０ ０

（繊維工業構造改善資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２２年度 ０ ２０８，２２５，１３０ ２０８，２２５，１３０

２１年度 ０ ２０８，４１３，６７９ ２０８，４１３，６７９

差引増減 ０ △１８８，５４９ △１８８，５４９

（設備近代化資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２２年度 ０ ３１，７５８，９９８ ３１，７５８，９９８

２１年度 ０ ３２，２５８，９９８ ３２，２５８，９９８

差引増減 ０ △５００，０００ △５００，０００

（施設共同化資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２２年度 ０ ９，３２２，７７９ ９，３２２，７７９

２１年度 ０ ９，３２２，７７９ ９，３２２，７７９

差引増減 ０ ０ ０

２ 収入未済の中小企業振興資金特別会計における違約金（貸付金償還

金に伴うもの。）について、適切に債権管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

１３年度 １者 １８，２３０

（措置の内容）

１ 高度化資金貸付金償還金については、貸付先であるＡ社が平成２３年

７月１４日に松山地方裁判所今治支部に対し民事再生法に基づく再生手

続開始の申立てをし、同社の再生計画案を決議する債権者集会が平成

２４年１月１９日に開催されたことから、同社に対する請求権の一部放棄

に係る専決処分を行った上で、再生計画案に同意した。同日、再生計

画案が可決されるとともに、同支部により再生計画認可の決定がなさ

れた。その結果、平成２４年３月２日には、再生計画に基づく弁済額１２

，５０３，４７０円及び別除権協定に基づく弁済額９２，４００，０００円（合計１０４，９０

３，４７０円）が納付された。今後は、残債権（元金９５８，９４２，５３０円）につ

いて、独立行政法人中小企業基盤整備機構（以下「中小機構」という。）

と連携し、連帯保証人からの回収に努めていく。

繊維工業構造改善資金貸付金償還金については、平成２２年度末の収

入未済額は３組合２０８，２２５，１３０円であったが、平成２３年度には、１，３５６

，１９７円を回収した。今後とも、貸付主体の中小機構と協調しながら、

債権管理に努めたい。

設備近代化資金貸付金償還金については、６企業２６，０７８，９９８円の償

還請求権の放棄について、平成２４年２月定例県議会で議決され、不能

欠損の手続を行った。残る未収債権１企業５，６８０，０００円については、

平成２３年度に３００，０００円を回収した。今後とも、関係地方局と連携を

図りながら、債権管理に努めたい。

施設共同化資金貸付金償還金については、貸付先の組合は既に解散

しており、平成１５年度以降回収できず、９，３２２，７７９円は残ったままと

なっている。今後とも、貸付主体の中小機構と協調しながら、債権管

理に努めたい。

２ 設備近代化資金貸付金の償還延長による延滞金（平成２１年度末１８，２

３０円）については、支払請求権の放棄について、平成２４年２月定例県

議会で議決され、不納欠損の手続を行った。
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監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

公 営 企 業 管 理 局

総 務 課 平成２３年６月１４日

発 電 工 水 課 〃

県 立 病 院 課 〃

銅 山 川 発 電 所 平成２３年６月６日

松 山 発 電 工 水 管 理 事 務 所 平成２３年６月８日

今治地区工業用水道管理事務所 〃

西条地区工業用水道管理事務所 平成２３年６月６日

中 央 病 院 平成２３年６月１４日

今 治 病 院 平成２３年６月８日

南 宇 和 病 院 平成２３年６月６日

新 居 浜 病 院 〃

（監査の結果）

１ 工業用水道事業

� 今治地区工業用水道事業については、給水能力に見合う契約給水

量の確保により経営成績自体は安定しているものの、実績給水率

（契約給水量に対する実給水量の比率）は依然として低調であるこ

とから、給水契約の維持や新規需要の開拓など、事業の安定を持続

させるための取組が望まれる。

西条地区工業用水道事業については、当年度純利益を確保したも

のの、長期借入金と企業債を合わせると、２３４億円の借入残高があ

るなど、依然として厳しい財政状態にあることから、引き続き企業

立地の促進等による新規需要の開拓等に努力を払われたい。

附帯事業（土地造成事業）については、当年度は売却実績はなく、

売買契約を解除した土地約３，０００㎡を未処分地に戻し入れている。

今後とも、未処分地約１２万㎡の早期売却等に努められたい。

� 営業未収金（納期到来分）について、早期回収に引き続き努めら

れたい。

（平成２３年３月３１日現在 単位：円）

区 分 過年度未収金
�

現年度未収金
�

未収金合計
�＋�

西条地区工業用水道
給水料金 ５，１３５，８２０ ０ ５，１３５，８２０

今治地区工業用水道
給水料金 １，６１３，１７８ ０ １，６１３，１７８

計 ６，７４８，９９８ ０ ６，７４８，９９８

� 営業外未収金（納期到来分）について、早期回収に引き続き努め

られたい。

（平成２３年３月３１日現在 単位：円）

区 分 過年度未収金
�

現年度未収金
�

未収金合計
�＋�

西条地区工業用水道
超過料金 ２２４，０６４ ０ ２２４，０６４

西条地区工業用水道
壬生川幹線工事負担
金

１，３８８，８５２ ０ １，３８８，８５２

計 １，６１２，９１６ ０ １，６１２，９１６

２ 病院事業

� 経営成績については、前年度は、三島病院譲渡に伴う特別損失１９

億７千万円を計上したこともあって、３０億円を超える純損失であっ

たが、当年度は、医業収益が前年度より２２億３，２４４万円増の３４０億５，

２３７万円となったことから、１２億６，５２２万円の純利益を計上しており、

三島病院の譲渡などの財政健全化策に取り組んだ成果が見られると

ころである。

しかしながら、累積欠損金はなお２１８億円余にのぼり、一般会計

等からの長期借入金１０５億円及び企業債の借入残高１８９億円とあわせ

依然として厳しい財政状態が続いており、引き続き経営健全化に取

り組まれたい。

� 個人医業未収金（納期到来分）について、早期回収に、より一層

努められたい。

（平成２３年３月３１日現在 単位：円）

区 分 過年度未収金
�

現年度未収金
�

未収金合計
�＋�

中央病院 ２５８，６４３，６４２ ７７，１８２，５９２ ３３５，８２６，２３４

今治病院 ５５，９０６，８０９ １７，５３５，０６５ ７３，４４１，８７４

南宇和病院 ３３，９１９，６１３ ８，３９１，５３０ ４２，３１１，１４３

新居浜病院 ４４，１４２，２０４ ２１，２７０，００１ ６５，４１２，２０５

計 ３９２，６１２，２６８ １２４，３７９，１８８ ５１６，９９１，４５６

� 医業外未収金（納期到来分）について、早期回収に、より一層努

められたい。

（平成２３年３月３１日現在 単位：円）

区 分 過年度未収金
�

現年度未収金
�

未収金合計
�＋�

中央病院 １，１３７，６９２ １，８５４，９３０ ２，９９２，６２２

今治病院 １３６，４６０ ９５，７５３ ２３２，２１３

南宇和病院 １２４，４３０ ４１，８００ １６６，２３０

新居浜病院 １９５，７９０ ４６，２４８ ２４２，０３８

計 １，５９４，３７２ ２，０３８，７３１ ３，６３３，１０３

� 廃止された三島病院及び北宇和病院に係る個人医業未収金及び医

業外未収金について、早期回収に、引き続き努められたい。

（平成２３年３月３１日現在 単位：円）

区 分 個人医業未収金
�

医業外未収金
�

計
�＋�

旧三島病院 ２１，８２２，１９５ ７０，０７０ ２１，８９２，２６５

旧北宇和病院 ６，８５８，７３０ ８９７，４５３ ７，７５６，１８３

計 ２８，６８０，９２５ ９６７，５２３ ２９，６４８，４４８

� 県立病院看護職員修学奨励金返納金に係る未収金について、早期

回収に引き続き努められたい。

調定年度 債 務 者 収入未済額（円） 備 考

１３年度及び１４年度 １者 ２４２，０００

（措置の内容）

１ 工業用水道事業

� 今治地区工業用水道事業については、主要な施設を共有している

今治市と、上水道事業との連携による経営改善方策について協議を

行うとともに、あらゆる角度から経営改善に積極的に取り組むこと

としている。

西条地区工業用水道事業については、経営基盤の安定化を図るた

め、「西条地区工業用水売水促進班」の活動を通じ、引き続き工業

用水の需要拡大に努めているところである。

附帯事業（土地造成事業）については、ＰＲ用パンフレットの作

成、ＰＲ用名刺の活用、産業立地フェアへの参加など積極的なＰＲ

活動を展開するとともに、問合せのあった企業を訪問して売り込み

活動を行った結果、広島県の企業１社から引き合いがあり、平成２４

年３月に分譲を行った。

� 西条地区工業用水道事業の給水料金未収金（納期到来分平成２２年

度末現在５，１３５，８２０円）については、滞納企業３社のうち２社は既

に倒産しているため、債権回収が難しい状況にあるが、このうち時
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人事委員会規則

�愛媛県人事委員会規則３－２５
愛媛県人事委員会事務局処務規則の一部を改正する規則を次のように定める。

効期間が経過し、法的破産手続が終結し債権回収が不可能と判断し

た１社については、平成２４年２月定例県議会で債権放棄の議決を経

て、不納欠損処理を行った。また事業継続中の１社からは「支払計

画書」を徴し、業績などを聴取しながら計画書に則して分割払によ

り回収を続けており、今後も、納入指導を継続し、計画どおりの回

収に努めたい。

今治地区工業用水道事業の給水料金未収金（納期到来分平成２２年

度末現在１，６１３，１７８円）については、料金徴収事務を委託している

今治市と今後の対応について協議を行ったが、具体的な方策を見い

だすことができず、未収金の回収には至っていない。

今後とも、工業用水道料金の適期収入に留意するとともに、未収

金の早期回収に努めたい。

（平成２４年３月３１日現在 単位：円）

区 分 過年度未収金
�

現年度未収金
�

未収金合計
�＋�

平成２３年３月
３１日現在の未
収金

西条地区工
業用水道給
水料金

４，９４１，１０５ ０ ４，９４１，１０５ ５，１３５，８２０

今治地区工
業用水道給
水料金

１，６１３，１７８ ０ １，６１３，１７８ １，６１３，１７８

計 ６，５５４，２８３ ０ ６，５５４，２８３ ６，７４８，９９８

� 西条地区工業用水道事業の超過料金（納期到来分平成２２年度末現

在２２４，０６４円）及び壬生川幹線工事負担金（納期到来分平成２２年度

末現在１，３８８，８５２円）については、滞納企業が既に倒産しており、

会社名義の資産も確認できないことから、未収金の回収は困難な状

況であり、債権整理についても検討したい。

今後は、工業用水道事業の超過料金の適期収入に留意し、未収金

の発生防止に努めたい。

（平成２４年３月３１日現在 単位：円）

区 分 過年度未収金
�

現年度未収金
�

未収金合計
�＋�

平成２３年３月
３１日現在の未
収金

西条地区工
業用水道超
過料金

２２４，０６４ ０ ２２４，０６４ ２２４，０６４

西条地区工
業用水道壬
生川幹線工
事負担金

１，３８８，８５２ ０ １，３８８，８５２ １，３８８，８５２

計 １，６１２，９１６ ０ １，６１２，９１６ １，６１２，９１６

２ 病院事業

� 第３次県立病院財政健全化計画（平成２１～２５年度）の�経営基盤

の強化、�高度で良質な医療の強化、�人材の育成・確保、�患者

サービスの向上の４つの基本目標に向かって、本局職員と病院職員

とが一体となって経営健全化に取り組んでいきたい。

	 平成２３年度は、「愛媛県病院事業未収金取扱要領」に基づく未収

金発生時の早期督促に加え、簡易裁判所に支払督促の申立てを行う

など、未収金の回収に努めた。

今後とも、支払又は支払計画の提示がない未納者に対しては、法

的措置も視野に入れ、未収金の早期回収に一層努力したい。

（平成２４年３月３１日現在 単位：円）

区 分 過年度未収金
�

現年度未収金
�

未収金合計
�＋�

平成２３年３月
３１日現在の未
収金

中央病院 ２９１，２２３，７１４ ５７，０１５，３５７ ３４８，２３９，０７１ ３３５，８２６，２３４

今治病院 ５６，５８５，７８４ １５，０８２，６３１ ７１，６６８，４１５ ７３，４４１，８７４

南宇和病院 ３６，６１４，３４８ ６，９１３，２０８ ４３，５２７，５５６ ４２，３１１，１４３

新居浜病院 ４５，５６２，０２０ １２，８６３，２７２ ５８，４２５，２９２ ６５，４１２，２０５

計 ４２９，９８５，８６６ ９１，８７４，４６８ ５２１，８６０，３３４ ５１６，９９１，４５６

� 医業外未収金についても、個人医業未収金と同様に、前記未収金

取扱要領に基づき、未収金の発生防止及び回収強化を図っていると

ころであり、今後とも、未収金の発生防止と早期回収に一層努力し

たい。

（平成２４年３月３１日現在 単位：円）

区 分 過年度未収金
�

現年度未収金
�

未収金合計
�＋�

平成２３年３月
３１日現在の未
収金

中央病院 １，２７９，３６２ １，０６７，６９４ ２，３４７，０５６ ２，９９２，６２２

今治病院 １３８，９２０ １２１，４７０ ２６０，３９０ ２３２，２１３

南宇和病院 １２９，９３０ １９，９４０ １４９，８７０ １６６，２３０

新居浜病院 １９４，５１０ ２３，８４０ ２１８，３５０ ２４２，０３８

計 １，７４２，７２２ １，２３２，９４４ ２，９７５，６６６ ３，６３３，１０３


 三島病院については、未払者に対する電話催告及び所在不明者に

対する住所調査などにより、さらなる未収金の削減に努める。

北宇和病院については、支払がない債務者について法律事務所へ

回収の委託を行うなど、早期回収に努めた結果、平成２３年度中に債

務者１８名のうち３名が完納した。今後も、引き続き未収金削減に努

力したい。

旧三島病院 （平成２４年３月３１日現在 単位：円）

区 分 未収金 平成２３年３月３１日現
在の未収金

個人医業未収金 ２１，７４２，７８５ ２１，８２２，１９５

医業外未収金 ７０，０７０ ７０，０７０

計 ２１，８１２，８５５ ２１，８９２，２６５

旧北宇和病院 （平成２４年３月３１日現在 単位：円）

区 分 未収金 平成２３年３月３１日現
在の未収金

個人医業未収金 ６，６５５，９００ ６，８５８，７３０

医業外未収金 ８９７，３７３ ８９７，４５３

計 ７，５５３，２７３ ７，７５６，１８３

� 県立病院看護職員修学奨励金の返納金に係る未収金については、

県立病院課職員の電話督促などにより、平成２３年度には１２０千円を

回収しており、引き続き速やかな回収に努めている。

（平成２４年３月３１日現在 単位：円）

調定年度 未収金 平成２３年３月３１日現
在の未収金

１３年度及び１４年度 １２２，０００ ２４２，０００
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人事委員会告示

選挙管理委員会告示

�愛媛県人事委員会告示第３号
人事委員会委員長職務代理者印を次のとおり新設した。

平成２４年６月８日

愛媛県人事委員会委員長職務代理者

愛媛県人事委員会委員 宇都宮 嘉 忠

１ 印影

２ 使用開始年月日

平成２４年６月８日

�������
�愛媛県人事委員会告示第４号
人事委員会委員長の辞任に伴い、人事委員会委員長職務代理者印

を平成２４年６月８日から次の委員長が選任される日まで使用する。

平成２４年６月８日

愛媛県人事委員会委員長職務代理者

愛媛県人事委員会委員 宇都宮 嘉 忠

平成２４年６月８日

愛媛県人事委員会委員長職務代理者

愛媛県人事委員会委員 宇都宮 嘉 忠

愛媛県人事委員会事務局処務規則の一部を改正する規則

愛媛県人事委員会事務局処務規則（愛媛県人事委員会規則３－１）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（公印）

第６条 公印は、次の４種とし、そのひな形及び寸法は、別表のと

おりとする。

�・� 省略

� 委員長職務代理者印

� 省略

２・３ 省略

別表

第１ 公印ひな形

（公印）

第６条 公印は、次の３種とし、そのひな形及び寸法は、別表のと

おりとする。

�・� 省略

� 省略

２・３ 省略

別表

第１ 公印ひな形

愛 媛 県

人 事 委

員 会 印

愛 媛 県 人

事 委 員 会

委 員 長 印

愛媛県人事

委員会委員長

職務代理者印

愛 媛 県 人

事 委 員 会

事 務 局 長

愛 媛 県

人 事 委

員 会 印

愛 媛 県 人

事 委 員 会

委 員 長 印

愛 媛 県 人

事 委 員 会

事 務 局 長

第２ 寸法 第２ 寸法

公 印 の 種 類
寸 法

方（ミリメートル）
公 印 の 種 類

寸 法

方（ミリメートル）

省略

委員長印

委員長職務代理者印

省略

２０

２０

省略

委員長印

省略

２０

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県選挙管理委員会告示第２８号
不在者投票のできる施設の指定（平成２２年２月愛媛県選挙管理委員会告示第９号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

平成２４年６月８日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

愛 媛 県 報平成２４年６月８日 第２３７５号

５４５



正 誤

�正 誤

平成２４年５月２９日付け第２３７２号愛媛県告示第７４２号（土地改良区

役員の就退任の届出）中

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

１ 病院 １ 病院

名 称 所 在 地 指定年月日 名 称 所 在 地 指定年月日

省略 省略

今治第一病院 省略 医療法人真泉会第一病院 省略

省略 省略

２～５ 省略 ２～５ 省略

ページ 箇 所 誤 正

４７３
左欄
就任の表氏名
欄中

山 路 一 美 山 地 一 美

平成２４年６月８日 発行

愛 媛 県 報平成２４年６月８日 第２３７５号

５４６


